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基本的施策の推進
　　人権教育の推進

(1) (2) 【事　業　名】 (3) (4) (5) (6) (7)

事業の内容

人権推進課

教育指導課

人権推進課

教育指導課

教育指導課

教育指導課

学校教育における人権教育

施策の方向 所管課 事業実施状況（令和５年度） 課題、対策及び効果
(１)を今後実施する予
定がある場合の事業名

とその内容
質疑内容

ア
発達段階に応じた人
権教育の推進

【人権教室】
人権擁護委員が講師となり、次世代を担う子どもたち
が人権教室を通じて命を大切にする気持ちや、他者へ
の思いやりの心を培い、人権に対する理解を深めるた
め、中学１年生を対象とした「人権教室」を開催す
る。

令和４年度と同様に法務省の指示により学校側から要請が無い限り、
行わないことになり、学校側からも要請が無かったので実施しなかっ
た。

令和２年から人権教室は行っておらず、人権擁護委員も
変わっているため、実施方法を把握していない。他市町
村の人権教室を見学し、参考にしながらどのように行う
か検討する。

【人権メッセージ等の募集】
憲法で保障されている国民の基本的人権を擁護し、自
由人権思想の普及高揚を図るため、小・中学生を対象
に人権週間に合わせて人権習字・メッセージの募集展
示、入賞者表彰等を行う。

回答内容

【人権教室・人権集会】
人権擁護委員が講師となり、人権教室を通じて命を大
切にする気持ちや、他者への思いやりの心を培い、人
権に対する理解を深めるため、「人権教室」を開催す
る。

市内小・中学校から募集し、人権に関する習字３９点及び人権メッ
セージ４８点の入選者を選出。人権週間（１２／４～１０）に合わせ
て市役所ロビーに展示し、その後、文化会館に１週間展示。入選者の
作品を冊子にして作成し、各学校に配付した。
【応募数】
人権メッセージ：１,９３５点（小学校）、９７０点（中学校）
　　　　　習字：１,５５９点（小学校）、　７９点（中学校）
【令和４年度応募数】
人権メッセージ：２,５５２点（小学校）、７６６点（中学校）
　　　　　習字：２,０５２点（小学校）、  ６７点（中学校）

人権週間にあわせて小中学生に人権について考えてもら
う機会を設けられた。

各校において、人権メッセージや人権ポスターなどを作成し発表し
た。
学級活動において、構成的グループエンカウンターやソーシャルスキ
ルトレーニングを取り入れ、互いを尊重し、協力し合って生活できる
好ましい人間関係づくりに努めた。（随時）
・各中学校区ごとに児童生徒自らが、あいさつや緑化運動等を地域に
広めていこうと、あいさつ運動や全校集会で活用することで人権教育
への啓発を行った。
・「道徳の時間」を通して思いやりの心を育んだ。（随時）
・「いじめをなくそう仲良し週間」を設定し、いじめ防止授業や「道
徳の時間」を通して思いやりの心を育んだ。（５月・９月）

人権教育、マナーアップ推進事業については例年実施し
ており、児童生徒の人権に対する意識も高まっている。
本年度も「いじめをなくそう仲良し週間」を設定し、全
校で実施してきた。道徳や学級活動を通して、いじめ防
止に向けた取組を行うとともに、委員会活動や生徒会活
動など、児童生徒主体によるいじめ防止に関する取組が
展開された。これまでの取組を発展させ、令和６年度は
「いじめ防止プログラム」を策定した。今後も、成果と
課題を明確にして人権教育を継続していきたい。

【マナーアップ推進事業】
各小中学校であいさつ運動を実施する。また保幼小中
高一貫教育の観点から、小中高と地域が一体となった
あいさつ運動も行う。

各小中学校におけるあいさつ運動に加え、１１月に行われる各中学校
区でのきらめきフォーラム活動に取り組んだ。

・人権教育、マナーアップ推進事業については計画的に
実施しており、児童生徒の人権に対する意識は高まって
いる。今後も継続して実施していくことが必要である。
・「いじめをなくそう仲良し週間」に関連して、中学生
が小学校を訪ねて、一緒にあいさつ運動に取り組む様子
がホームページに紹介されている。コロナ禍も明けたこ
とで、今後は対面で集まっての心温まる運動が広がって
いくことを期待したい。

いじめ防止について考える
場を設定したとあるが、具
体的にどうゆう話があった
か。

５月にはクラス毎にいじめ防止に向けた
スローガンを作成し、集会等で発表し
た。「みんな なかよし　ふわふわ　こ
とばで　にっこりえがお」というスロー
ガンを考えた小学１年生のクラスでは、
相手の心を温める「ぽかぽか言葉」を集
める学習が行われた。「ともだちになろ
う！」「いっしょにあそぼう！」「だい
じょうぶ？」といった言葉が集められ
た。
スクールカウンセラーによる授業プログ
ラムでは、心がもやもやしたときの対処
法について考える活動が行われた。中学
校の道徳の時間では「『いじり？』『い
じめ？』」という読み物資料を扱い、日
常で見られる場面を通して、いじめとい
じりの違いについて考えを交流した。

・人権作文コンクールに向けて、人権を意識した作文を書き出品し人
権意識の向上や日常化を図った。（８月、９月）
・人権週間の取組の一環として、小学校で人権メッセージ・人権習字
に取り組み、作品を掲示し人権に関する環境を整えた。また、児童生
徒が主体となって、いじめ防止について考える場を設定した。（５～
１２月）

人権教育については、学校生活の様々な場面で意識して
きた。現在は、改めて意識しなくても人権を尊重するこ
とができる環境や人間関係を構築することができてい
る。市内のある小学校では、同じクラスに在籍している
障害のある児童に向けて温かいメッセージを書いている
様子が見られた。
日頃から人権を意識する生活をすることがメッセージ等
の活動につながっているといえる。

【総合的な学習の時間における人権教育の実施】
男女混合のグループによる話し合い活動や学習活動を
行ったり、地域の人との関わり合いを重視した交流活
動を実施したりする。

小中学校における総合的な学習の時間においては、男女混合のグルー
プで調べ学習や意見交換等を行い、お互いの考え方や立場を尊重する
態度を育てた。

・全教科領域での学習活動をとおして、児童生徒がさら
に自己肯定感を高め他者を受け入れ合えるような授業改
善を継続していく必要がある。
・総合的な学習の時間において、車いす体験やアイマス
ク体験等、社会福祉協議会をはじめとした各種団体の協
力を得ながら、体験活動を実施することができた。ま
た、まちづくり協議会の方々の協力によって、米づくり
体験や昔遊び等を一緒に体験することができた。今後も
地域との連携を継続していきたい。
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(1) (2) 【事　業　名】 (3) (4) (5) (6) (7)

事業の内容

学習内容及び指導方
法の充実

教育指導課

教職員の資質向上

人権推進課

教育指導課

学校教育課

学校教育における人権教育

施策の方向 所管課 事業実施状況（令和５年度） 課題、対策及び効果
(１)を今後実施する予
定がある場合の事業名

とその内容
質疑内容 回答内容

ウ

【人権教育研修講座】
人権教育の推進と充実を目指し、教職員を対象に研修
会を開催。教育委員会主催であり、人権推進課長が講
師を務める。

市及び教育委員会主催の人権教育講演会への教職員の
参加。

４月１７日（月）に守谷市に初めて赴任する２５名の教職員研修会の
中で人権啓発映画「ホーム」の上映会を行った。

８月４日（金）に市及び教育委員会との共催で、人権教育講演会
（YouTube配信）を開催し、市民や教職員等が参加した。
演題　「スマホ時代の子どもたちに大人ができること～地域・家庭で
のルールづくりと子どもが安心できる声かけ～」
講師　石川　千明氏（NPO法人　奈良・地域の学び推進機構）
再生回数　４８４回
(令和４年度:Zoomでの生配信：１９４アクセス)

守谷市に初めて赴任の教職員及び新規採用教職員を対象
とした研修では有効なため、今後も行っていく必要があ
る。

イ

【全教育活動における人権尊重の視点に基づいた学習
活動】
児童生徒が取り組む集会活動の充実や体験的な学習活
動や問題解決的な学習活動を充実させる。
【人権教育総合推進地域事業】
学校、家庭、地域社会が一体となった人権教育の充実
を図る。

・「考え、議論する道徳」を実践し、児童生徒が自分の考えや体験を
話したり、他者の意見を聞いて受容し合ったりする授業を行った。
・全教科において、児童生徒が主体となる協働学習を取り入れ、それ
ぞれの考えを深めることができるような授業を展開した。

道徳科の授業が教育活動全体の要となって機能すること
で、他教科・領域における体験活動を意義深いものにす
ることができている。令和６年度から始まる「いじめ防
止プログラム」においても、そうしたことを念頭に置い
て、市内小中学校で取り組んでいくようにしたい。

【人権教育講演会】
人権問題についての理解と認識を深め、偏見や差別意
識の解消と人権意識の高揚及び人権文化の構築を目的
として、市民や企業及び団体、議員、教職員等を対象
に毎年、市及び教育委員会との共催により、講師を招
いての講演会を開催する。

４月１７日（月）に守谷市に初めて赴任する２５名の教職員研修会の
中で人権啓発映画「ホーム」の上映会を行った。

８月４日（金）に市及び教育委員会との共催で、人権教育講演会
（YouTube配信）を開催し、市民や教職員等が参加した。
演題　「スマホ時代の子どもたちに大人ができること～地域・家庭で
のルールづくりと子どもが安心できる声かけ～」
講師　石川　千明氏（NPO法人　奈良・地域の学び推進機構）
再生回数　４８４回
(令和４年度:Zoomでの生配信：１９４アクセス)

市内全教職員に参加していただくため、夏休み期間中に
開催している。継続的な開催により、人権の啓発、人権
意識の高揚に寄与している。例年中央公民館で対面式で
行っていたが、コロナ対策としてオンラインで実施し
た。令和４年度もZoomで生配信したが、今年度は約1週
間の配信期間を設け、多くの人に視聴できるようにした
ところ、多くの再生回数を確認することができた。

新規採用職員を対象に人権推
進課を講師に当市の人権推進
事業を説明(教育指導課）。

【人権教育啓発】
初任者及び守谷市に初めて赴任してきた教職員、各校
人権教育主任を対象に、人権教育の理解と啓発を図
る。

４月１７日（月）に守谷市に初めて赴任する２５名の教職員研修会の
中で人権啓発映画「ホーム」の上映会を行った。

８月４日（金）に市及び教育委員会との共催で、人権教育講演会
（YouTube配信）を開催し、市民や教職員等が参加した。
演題　「スマホ時代の子どもたちに大人ができること～地域・家庭で
のルールづくりと子どもが安心できる声かけ～」
講師　石川　千明氏（NPO法人　奈良・地域の学び推進機構）
再生回数　４８４回
(令和４年度:Zoomでの生配信：１９４アクセス)

人権教育研修講座は、特に初任者及び守谷市に初めて赴
任してきた教職員に対しては非常に有効である。今後も
継続していきたい。
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(1) (2) 【事　業　名】 (3) (4) (5) (6) (7)

事業の内容

家庭教育の充実

生涯学習機会の提供

生涯学習課

生涯学習課

人権教育を推進する
指導者の養成

人権推進課

人権推進課

ア

【もりや学びリレーション（家庭教育講座）】
親として子どもの健全な成長を願い、子育ての責任と
大切さについて学ぶ機会とする。

【もりや学びリレーション（守谷市家庭教育講演会）】
「子育て支援・生涯学習」事業の一環として、家庭教
育力の向上や生涯学習の啓発を図る。

生涯学習課 令和５年度はコロナ感染対策に変化が生じた。市の施行規則にそい参
加者の健康・安全を第一に考えながら企画・運営に務めた。
【家庭教育講座】
第１回「親子で読書を楽しもう！」守谷中央図書館長平塚恭子氏はじ
め職員３名による親子参加型の図書館活用法についての楽しい講話を
土曜日に実施。受講者３０名（申込親子１６組）(令和４年度:２９
名)
第２回「子どもの成長と教育環境のつながりとは」
前守谷中学校長小池義寿氏による教育現場をとおして見えた子どもの
姿、健やかな成長に着目した講話。受講者４２名（申込５６名）
(令和４年度:５４名)
第３回・第４回「科学の目を大きくふくらませよう（親子科学体験教
室）」対象を小学１年生から４年生と小学５年生から中学生の２回に
分け、内容も子どもの発達段階をふまえた社会教育指導員小口勝洋氏
による実験教室。第３回は申込超過から抽選による人数制限あり。第
３回受講者４７名（親子２３組・申込は７０組）第４回受講者３８名
（親子１９組・申込２０組）(令和４年度:第３回・第４回併せて１１
２名)
第５回「花を描く一版多色刷りの世界へ（創作教室）」
前郷州小学校教頭山野正三氏による年齢に捉われないで楽しめる彩色
の実技教室。申込超過から抽選あり。参加者２４名（申込３７名）
(令和４年度:３２名)
第６回「人生に夢は必要か？」
プロサッカー選手豊嶋邑作氏（FC ROWDY MORIYA注:講座当時）の実体
験が盛りだくさんのキャリア教育も意図した講話。受講者２１名（申
込２６名）(令和４年度:２７名)
第７回NTTドコモ「スマホ・ケータイ安全教室」事務局と連絡を密に
取り、既存のオンデマンド配信を保護者や教職員に分かりやすく紹
介。ネットいじめやデジタルタトゥー等の正しい理解や防止策を学ぶ
機会とした。受講者実数は不明（案内は保幼小中学校保護者１万名対
象に発信）
(令和４年度:オンデマンドで実施のため参加者数把握不可)
第８回「正解の見えない社会 ふんばれる人の育て方」身近な話題を
もとに社会教育指導員堀越正弘氏による講話と受講者を小グループに
分け情報交換を取り入れて実施。当日の降雪により開催が危ぶまれ
た。受講者９名（申込２０名）(令和４年度:１８名)
【守谷市家庭教育講演会】
元茨城県教育委員会教育長柴原宏一氏による講演。演題は「教員の魅
力って？親子のつながりと教員」講師の高校教師体験をもとに親子が
互いに思いやる姿や担任教師として生徒や保護者に対峙する講師の姿
がはっきりと目に浮かぶような２時間になった。受講者４７名（申込

【もりや学びリレーション
（家庭教育講座）】
親として子どもの健全な成長
を願い、子育ての責任と大切
さについて学ぶ機会を計画的
に提供する。（複数回実施）
【子育て・親育ちの啓発講
話】
就学時健康診断で新入児の保
護者対象とした子育て・親育
ち講話を実施する。（資料の
配付・配信）
【もりや学びリレーション
（守谷市家庭教育講演会）】
生涯学習事業の一環として、
家庭教育力の向上と生涯学習
の啓発を図る。（年一回実
施）

社会教育における人権教育

令和５年度は年間計画どおりに実施できた。参加しやす
い講座日程やオンデマンド配信の視聴、親子での参加型
講座などを取り入れた。3月の講座ではコロナ禍前の講
師と受講者、受講者同士の情報交換の機会を積極的に取
り入れて実施した。令和6年度も誰もが健やかに暮らせ
るやすらぎに満ちた社会の実現に向け、参加者の緩やか
なネットワークの構築や家庭教育力向上のために寄り添
える企画・運営に努めていくようにする。また、市役所
各課や市民団体等の企画と重複しないよう配慮を継続し
ていく必要がある。

【公民館事業】
各公民館で、子育て等各種教室を実施することによ
り、人権啓発を図る。

・おもちゃ病院
内容：子ども達のおもちゃ修理を通して、親子で物の大切さを学び、
他者（修理する人）に感謝し、支え合って生活する大切さを知らせ
る。
・ダイバーシティ講演会「スイッチの切り替えが大切～仕事も家庭も
未来も自分らしく～」
内容：元テレビ東京アナウンサーが育児経験を通じて感じたことや、
育児と仕事の両立などについて講演を行った。（講演の動画を
YouTubeに申込者限定公開）

各学習施設で学んだ技術等を地域の皆さんに呼びかけ、
学びを通して地域づくりを行う必要がある。
親子や子どもを対象の講座を通して、子ども達に日常生
活の一番基本のルールである「みんなが幸せに生きる」
ための心の醸成と実践活動ができた。
また、ダイバーシティの講演会を行い、市民の理解を深
める活動を行った。広報やチラシ、SNSにて開催周知を
するも、応募数は想定を下回った。

【公民館事業】
各公民館で、子育てやLGBT等
各種教室・講演会を実施する
ことにより、人権啓発を図
る。

施策の方向 所管課 事業実施状況（令和５年度） 課題、対策及び効果
(１)を今後実施する予
定がある場合の事業名

とその内容

イ

【東板戸井集会所施設維持管理事業】
生涯学習の場として、市民に活動場所を提供すること
により、市民相互の交流を図る。

生涯学習の場として、市民に活動場所を提供することにより、市民相
互の交流を図る。
定期使用：手編み、民謡、書道
定期使用以外：出前サロン、子ども会、シニアクラブ、自治会等

施設の老朽化により計画的に補修等を行う。大規模改修
が必要になった場合、他の施設との機能統合等を検討す
る必要がある。
補修等による環境整備を行うことにより、安全な活動場
所の提供ができる。

【東板戸井集会所施設維持管
理事業】
生涯学習の場として、市民に
活動場所を提供することによ
り、市民相互の交流を図る。

【人権啓発研修会】
人権週間に併せて「文化会館人権啓発研修会」を開催
し、人権に関するさまざまな問題について学習し、見
識を深めてもらう。

【人権啓発研修会】
１２月の人権週間に併せて文化会館で「人権啓発研修会」を開催し、
教育関係者及び当館利用者等の２２名が参加した。
期日　１２月２日（土）
演題　「今改めて考えたい人権問題―ともに生きる社会を目指して
－」
講師　倉持　功　氏

人権意識を高めるために、今後もさまざまな人権課題の
テーマの研修会を開催し続けることが必要とされる。

ウ

【人権教育講演会】
人権問題についての理解と認識を深め、偏見や差別意
識の解消と人権意識の高揚及び人権文化の構築を目的
として、市民や企業及び団体、議員、教職員等を対象
に、毎年市及び教育委員会との共催により、外部講師
による講演会を開催する。

８月４日（金）に市及び教育委員会との共催で、人権教育講演会
（YouTube配信）を開催し、市民や教職員等が参加した。
演題　「スマホ時代の子どもたちに大人ができること～地域・家庭で
のルールづくりと子どもが安心できる声かけ～」
講師　石川　千明氏（NPO法人　奈良・地域の学び推進機構）
再生回数　４８４回
(令和４年度:Zoomでの生配信：１９４アクセス)

期間を設けての講演会を開催でき、県内市町村や市民、
出先機関等、令和４年度より多く募集案内をしたこと
で、参加者を増やすことができた。

質疑内容 回答内容
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(1) (2) 【事　業　名】 (3) (4) (5) (6) (7)

事業の内容

人権推進課

人権推進課

学校教育課

人権推進課

人権推進課

人権推進課

人権推進課

人権推進課

企業内人権研修への
支援

人権推進課

就職の機会均等の確
保

経済課

　　人権啓発の推進

市民への人権啓発

施策の方向 事業実施状況（令和５年度） 課題、対策及び効果
(１)を今後実施する予
定がある場合の事業名

とその内容
質疑内容 回答内容

講座受講生という少ない人数でありながら、人権問題啓
発映画「ホーム」を鑑賞することで、市民を対象に学習
機会を設けることができた。

【人権啓発研修会】〔再掲〕
人権週間に併せて「文化会館人権啓発研修会」を開催
し、人権に関するさまざまな問題について学習し、見
識を深めてもらう。

【人権啓発研修会】
１２月の人権週間に併せて文化会館で「人権啓発研修会」を開催し、
教育関係者及び当館利用者等の２２名が参加した。
期日　１２月２日（土）
演題　「今改めて考えたい人権問題―ともに生きる社会を目指して
－」
講師　倉持　功　氏
(令和４年度:３０名)

人権意識を高めるために、今後もさまざまな人権課題の
テーマの研修会を開催し続けることが必要とされる。

ア 学習機会の提供

【人権教育講演会】〔再掲〕
人権問題についての理解と認識を深め、偏見や差別意
識の解消と人権意識の高揚及び人権文化の構築を目的
として、市民や企業及び団体、議員、教職員等を対象
に毎年、市及び教育委員会との共催により、講師を招
いての講演会を開催する。

８月４日（金）に市及び教育委員会との共催で、人権教育講演会
（YouTube配信）を開催し、市民や教職員等が参加した。
演題　「スマホ時代の子どもたちに大人ができること～地域・家庭で
のルールづくりと子どもが安心できる声かけ～」
講師　石川　千明氏（NPO法人　奈良・地域の学び推進機構）
再生回数　４８４回
(令和４年度:Zoomでの生配信：１９４アクセス)

市内全教職員に参加をいただくため、夏休み期間中に開
催している。継続的な開催により、人権の啓発、人権意
識の高揚に寄与している。例年中央公民館で対面式で
行っていたが、コロナ対策としてオンラインで実施し
た。令和４年度もZoomで生配信したが、今年度は約１週
間の配信期間を設け、多くの人に視聴できるようにした
ところ、多くの再生回数を確認することができた。

新規採用職員を対象に人権推
進課を講師に当市の人権推進
事業を説明(教育指導課）。

【館内掲示・市ホームページ活用】
人権週間に併せて行われた「文化会館人権啓発研修
会」や主催講座募集・職業相談を紹介し、人権週間や
隣保館活動を市民に周知する。

【館内掲示・市ホームページ活用】
主催講座募集・職業相談について広報・ホームページに掲載した。
・主催講座：ピラティス講座募集（６月号）
・職業相談：年６回（偶数月第３水曜日）開催されることをホーム
　　　　　　ページに掲載

館内掲示や広報、ホームページで、講座募集や職業相談
について、掲載した。

イ
啓発内容の充実と多
様な啓発媒体の活用

【広報もりやの活用】
「人権週間」をはじめとする強化期間などの広報活動
や人権擁護委員等による啓発活動の紹介を掲載する。

広報もりやを活用し人権啓発を行った。
５月号　　人権擁護委員の日のお知らせ
８月号　　「こどもの人権１１０番」強化週間のお知らせ
１０月号　秋の行政週間のお知らせ
１０月号　全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間のお知らせ
１１月号　人権週間のお知らせ

広報以外でもＳＮＳを利用してのお知らせ（行政相談週
間）をすることができた。広報のお知らせは法務省や総
務省からの通達のみなので、市独自の啓発活動等を掲載
することができないか検討する必要がある。令和５年度
は市政情報モニターを利用して、各相談の開催を掲載し
た。

【主催講座における人権啓発】
文化会館で主催している講座カリキュラムに人権啓発
DVD作品を鑑賞する時間を設け、学習の機会とする。

【主催講座における人権啓発DVD鑑賞】
・ピラティス講座　～体幹を鍛える健康運動
　（DVD：人権問題啓発映画「ホーム」）
　３３名（ボディメイクコース：１５名、
  　　　　チェアトレーニングコース：１８名と2コマに分けて開
催）
（令和４年度：ピラティス講座　Ａコース：１５名、Ｂコース：１５
名　２コマに分けて開催）

課題に、現行の基本計画に
はない人権問題が近年は発
生していると記載されてる
が、どのような人権問題が
発生していると認識されて
いるか。

法務省の人権課題として１７項目あり、
そのうちのアイヌの人々、北朝鮮当局に
よる人権侵害問題、ホームレス、性的マ
イノリティ、人身取引、震災等の災害に
起因する偏見は守谷市人権施策基本計画
にはない人権問題が発生してしていると
認識している。

【街頭啓発キャンペーン】
商工まつりや人権週間（１２月４日～１０日）にあわ
せて人権擁護委員等と、広く市民に人権の大切さにつ
いての認識を深めることを目的に、街頭啓発を行う。

９月３０日（土）　守谷駅西口広場（商工まつり）で、人権擁護委員
４名と行政相談員２名による街頭啓発を実施。チラシ及び啓発グッズ
１００セットを配布した。
１２月８日（金）市・教育委員会・人権擁護委員・市内中学生による
街頭啓発キャンペーンを実施。守谷駅及び市内店舗（２箇所）で啓発
用品（啓発用品７００部)及びチラシを配布した。
(令和４年度:商工まつりの街頭啓発はなし。人権週間は守谷市役所及
び中央図書館で啓発用品１２０部を配布)

令和４年度まではコロナ禍のため規模を縮小した啓発活
動していたが、令和５年度は例年行っていた商工まつり
や人権週間にあわせて守谷駅及び市内店舗で啓発グッズ
を配布することができた。啓発グッズを受け取ってくれ
ない方もいるため、配布物や配布方法を検討する必要が
ある。

ウ
国、県、関係団体等
との連携による啓発
活動の充実

【守谷市人権施策推進基本計画の推進】
守谷市における人権施策に関する施策を総合的に推進
していくために「守谷市人権施策推進基本計画」に基
づいて、各施策の取組を推進する。

令和５年７月１１日（火）　第一回守谷市人権施策推進協議会を実施
した。各課における人権に関する各施策の推進の取り組みや、令和４
年度の事業の進捗状況について報告した。

守谷市人権施策推進基本計画に基づく各課の施策の評価
を年に一度、協議会で実施している。基本計画が作成さ
れて１０年が経ち、基本計画にはない人権問題が近年は
発生している。近年中に基本計画を見直す必要がある。

【隣保館運営事業】
茨城県隣保館連絡協議会との連携により、人権啓発用
品を配布し、守谷市文化会館単独での啓発用品も配布
した。

茨城県隣保館連絡協議会との連携により、窓口にて人権啓発用品を配
布した。（通年実施）
また、国・県からのポスターなどの掲示や、守谷市文化会館単独での
啓発用品を配布した。（通年実施）

限られた予算の中で効果的な啓発用品を購入する必要が
ある。啓発用品の配布により来館した市民に人権意識の
向上を図ることができた。

企業等への人権啓発

守谷市が主催する研修会に参加してもら
う内容となっている。企業の方には事業
実施状況に書かれている人権教育講演会
が開催される時に参加案内をしている。
「ビジネスと人権」に関する内容は含ま
れていない。例年、市内企業等に人権教
育講演会の案内をしているが、参加する
企業が少なくなっている。令和５年度は
これまで参加していた企業に案内したた
め、減らしている。

イ

【就職の機会均等の確保についての広報】
就職の機会均等の確保についての広報を実施する。

常総公共職業安定所から毎週求人情報の提供があり、随時ホームペー
ジに掲載した。茨城県が実施する就職説明会の情報なども随時掲載し
た。

定期的に情報提供を行うことで、就職の機会均等の確保
に繋げた。

ア

【人権研修会への支援】
企業における人権学習・啓発について、企業内研修へ
の講師派遣や研修会を通じて自主的な教育・啓発活動
を支援する。

令和５年度においては、市内企業等１９か所に対し、８月４日（金）
～８月１３日（日）に開催した人権教育講演会の案内をして、講演を
聴いていただいた。（令和４年度：市内企業等３３か所）

企業における人権学習・啓発について、市から情報を発
信していく必要がある。また、事業主に対して、就職差
別について「公正な採用選考」についての啓発も必要で
ある。

企業内研修を支援とある
が、どのような内容なの
か。昨今、中小企業を含む
企業に対し、「ビジネスと
人権」に関する取組が求め
られているが、本研修では
「ビジネスと人権」に関す
る内容も含まれているか。
また、令和４年度では市内
企業３３か所で講演を実施
したのに対し、令和５年度
では１９か所に減少してい
る。これには何か理由はあ
るか。（需要が減ったとい
うことか）
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(1) (2) 【事　業　名】 (3) (4) (5) (6) (7)

事業の内容

相談・支援に関する
取組の充実

人権推進課

人権推進課

人権推進課

人権推進課

人権推進課

おやこ保健課

教育指導課

教育指導課

　　相談・支援体制の充実

【人権相談】
人権擁護委員が市民の人権にかかわる相談に応じ、適
切な指導助言を行う。
（いじめ・体罰、暴行・虐待、差別、名誉棄損・プラ
イバシー侵害、セクハラ、インターネット上での誹謗
中傷など）

令和５年度は４、６、８、１０、１２、２月の全６回相談日を設け
た。相談件数は３件であった。
（令和４年度：２件）

２か月に１回相談を開催しているため、突然の相談には
対応できない場合がある。その時には法務省が案内して
いる電話相談を案内している。

「市民人権窓口」的な、人
権に対する困りごとや悩み
等を相談できるシステムを
導入して相談内容を聞いて
頂くことで少しは心が落ち
着くのではないか。

人権相談日以外に電話や窓口でも困りご
とや悩み事は聞くことがありますが、相
談件数が多くないので、システムを導入
する必要性は低いと考えている。電話や
窓口での対応で満足して頂けることは多
い。

施策の方向 事業実施状況（令和５年度） 課題、対策及び効果
(１)を今後実施する予
定がある場合の事業名

とその内容
質疑内容 回答内容

【行政相談】
市民の相談相手として、国の仕事に関する苦情などの
相談を受け付け、助言や関係行政機関に対する通知な
どを行う。

令和５年度は偶数月第２月曜日の全６回相談日を設けた。令和５年度
の相談件数は３件であった。
（令和４年度：２件）

令和５年度は広報だけではなく、SNSや市政情報モニ
ター、街頭啓発等で開催案内をすることができた。

【法律相談】
市民が抱える法律措置の可能な相談について、法律専
門家である弁護士が具体的なアドバイスや解決策を与
える無料法律相談を毎月第１・第３木曜日（原則）に
開催する。

令和５年度は月１回の相談回数を月２回に増やし、原則毎月第１と第
３木曜日の全２４回実施した。令和５年度の相談件数は１３５件。
（令和４年度：９５件）
（相談内容内訳）
相続４１件、離婚２２件、契約問題１４件、金銭問題１１件、遺言６
件、成年後見人５件、隣人問題４件、損害賠償４件、労働問題１件、
公正証書１件、パワハラ１件、養育費１件、その他２４件
（令和４年度：相続２５件、契約問題１２件、金銭問題１０件、離婚
８件、遺言５件、成年後見人４件、境界３件、損害賠償３件、破産手
続き２件、財産分与２件、パワハラ１件、その他２０件）

令和５年度は月１回の相談日を月２回に増設したため、
相談件数が４０件増えた。受付日から６か月先まで予約
できるようにしたので、相談者の希望に柔軟に対応する
ことができたが、予約日から相談日まで期間が空くの
で、相談者が相談日を忘れることがないように相談日の
１週間前には予約確認を入れるようにし、キャンセルが
ないようにした。

【生活相談事業】
隣保館運営において、生活相談員を２名委嘱し、地域
住民の生活上の相談対応を行う。

市が委嘱した生活相談員２名により、地域住民の生活上の相談を受
け、必要に応じて関係機関と連携をとり、地域住民の福祉の増進を
図った。（通年実施）
令和５年度　相談日数（１９２日）、件数（２０２件）
（令和４年度：１７４日、１７４件）

相談活動を通し、地域住民の福祉増進が図られている。

【職業相談事業】
ハローワーク常総との連携により、地域住民の雇用促
進と職業の安定を目的として職業相談会を開催。

偶数月の第３水曜日の全６回、相談日を設け、常総公共職業安定所の
職業指導官による出張相談会を開催した。地域住民の雇用促進と職業
の安定を目的として開催している。広報、ポスター、ホームページで
の周知のほか、生活相談員を通じてポスター・チラシなどの案内を地
域住民に配布している。
相談件数：１５件
（令和４年度：０件）

令和５年度はホームページに開催記事を掲載するだけで
はなく、Morinfoで新着情報を載せるようにしたこと
で、相談件数が大幅に増えた。令和６年度も同様に周知
していく。

【守谷市総合教育支援センターの活用】
・学習、友達関係、いじめ、不登校等、児童及び保護
者の様々な心の悩みについて相談を受けることで、不
安や悩みの緩和・解消を図るとともに、いじめ、不登
校等の未然防止、早期発見、迅速な対応により解決を
図る。
・教育全般や子育てに関するさまざまな問題、また小
学校入学前のお子さんの心身の発達や就学に関わる相
談を受け付け、支援を行う。
・相談の対象を小学生から一般の方々まで広げ、幅広
く相談に対応していく。

・守谷市総合教育センターは、月曜日～金曜日（９：００～１６：０
０）で相談等を行っている。
・令和５年度の相談等の件数は以下のとおりである。
　電話相談　　　　　　　   　 ３５５件（令和４年度：２８６件）
　来所相談　　　　　　　　　　２９５件（令和４年度：３９９件）
　訪問相談・支援    　 　　　 ９３４件（令和４年度：７７６件）
・発達に困難さがある保護者向けにペアレントトレーニングを３回実
施した。

・アウトリーチも含め、総合教育支援センターの業務内
容の理解が学校や保護者に進み、その機能を発揮しつつ
ある。しかし、一つ一つの案件が複雑化しており、その
解決に向けて取り組むための時間が長くなりつつあり、
勤務時間を超過して相談業務に当たっていることも少な
くない。
・相談等の内容に見合った相談体制の充実を図ることが
必要である。

【児童発達支援】
発達に心配のある就学前の児童及び保護者に対して各
種相談に応じる。また関係機関との連携を図る。

令和５年度実績
相談件数９１０件（令和４年度：９１７件）
発達に関すること、就園・就学に関すること等の相談に応じた。

保護者からの相談に応じると共に、必要に応じて、教育
委員会や保健センター、保育所・幼稚園等の関係機関と
も連携を図っている。

【適応指導教室の実施】
適応指導教室（『はばたき』）は、学校への登校に対
し不安を感じている子どもたちへ、再登校のための支
援や相談を行う。様々な活動を通して子どもたちの社
会性や協調性等を養い、自立心を培う援助を行う。

・令和５年度の入室生は中学生１１名、小学生２名の計１３名であっ
た。体験入室は６名になり、計１９名の児童生徒が関わっている。適
応指導教室では、児童生徒へ学習・生活習慣の支援だけでなく、保護
者に対しても児童生徒の現状や進路も含めた面談や相談を行ってい
る。
（令和４年度：中学生１２名、体験入室８名、計２０名 ）
・学校との連携を密にしながら個に応じた援助指導を行い、児童生徒
一人一人にとって家庭教育も含めた包括的な教育支援を継続してい
る。

令和４年度より校内フリースペースを設置し、登校はで
きるものの教室に入るのが難しい生徒にとっての教室と
の橋渡し役を担う取組を開始した。令和４年度より中学
校区ごとに拠点校を設けて、小学生を対象にした校内フ
リースペースを設置した。令和４年度は小学校で１３８
名（のべ）の児童が、中学校では４８１名（のべ）の生
徒が利用をしている。児童生徒の居場所づくりを今後も
継続していきたい。
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(1) (2)
【事　業　名】

(3) (4) (5) (6) (7)

事業の内容

男女共同参画を推進
するための意識づく
り

人権推進課

人権推進課

おやこ保健課

教育指導課

女性に対する暴力の
防止

総合窓口課

市民協働推進
課

建設課

地域活動における男
女共同参画の促進

人権推進課

教育指導課

男女が働きやすい環
境づくりの推進

総務課

分野別施策の推進
施策の方向 事業実施状況（令和５年度） 課題、対策及び効果

(１)を今後実施する予
定がある場合の事業名

とその内容
質疑内容

ア

【男女共同参画への啓発・教育の推進】
・市民、事業者、市役所職員対象の男女共同参画に関
する研修を開催し、意識啓発に努める。
・男女共同参画絵てがみコンクールを実施する。

・市職員向けにダイバーシティに関する研修会を行った。
（管理職３０名、新規採用職員及び主事級職員３２名）
（令和４年度：係長級職員３４名）
・市民向けにダイバーシティに関する講演会を行った。
　（オンラインでの開催　申込者15名）
・ダイバーシティに関する意識の醸成を図るため、「みんなキラリ
と」と題した連載記事を広報及び市ホームページに掲載した。
・冬休みに小学５年生と中学２年生を対象に、男女共同参画絵てがみ
コンクールを実施。小学５年生は３８９作品、中学２年生は２２３作
品の応募が寄せられた。小学生の部と中学生の部でそれぞれ最優秀賞
１名・優秀賞３名・佳作４名を選出し、入賞者には賞状と記念品を学
校経由で贈った。（令和４年度：小学５年生３４４作品、中学２年生
２２３作品）

・市職員や市民に対して、ダイバーシティに関する意識
の向上と理解を深め、今後の業務に活かしていくための
研修を行った。
・市内の小中学生に、性別に関わらずお互いを尊重しあ
う意識づくりや職業選択等の男女共同参画について考え
てもらう機会となった。

回答内容

女性の人権

【両親学級】
第１子の夫婦を対象に妊娠・出産・育児の講義や実習
を行い、パートナーとの関係を見つめ直し、尊重し合
うことの大切さや夫婦の協力について考える機会を提
供する。

年８回開催（土曜日）
臨時開催３回（平日対応、各１組ずつ参加あり）
計１１回
第１子妊娠中の夫婦が参加（男性１１４名、女性１１０名、計２２４
名）
（令和４年度：男性１２３名、女性１２０名、計２４３名）

新型コロナウイルスの５類への移行に伴い、妊婦体験を
再開。沐浴体験と新たにミルクの調乳体験実施。産後う
つや、先輩父親からのメッセージ動画の視聴とあわせ、
産後の生活をより具体的にイメージできるような内容と
した。相談することの大切さを強調した。アンケートか
らも、参加者全員から、夫婦で育児を考えるきっかけに
なったと回答を得た。

令和６年度夫婦参加型の子育
て講演会・交流会を実施予
定。

【男女共同参画推進計画の推進】
男女共同参画社会の実現に向けて市の目指す方向を明
らかにし、進捗状況を管理することで男女共同参画の
意識づくりを行う。

令和５年６月２７日（火）　令和５年度第１回守谷市男女共同参画推
進委員会を開催した。各課における第三次守谷市男女共同参画推進計
画の実施状況と「守谷市ダイバーシティ宣言」（令和５年３月２３日
（木）制定）、「いばらきダイバーシティ宣言」（令和５年３月２４
日（金）賛同）について報告した。

・第三次守谷市男女共同参画推進計画の進捗状況につい
て報告し、委員の方から意見をいただいた。

イ

【住民基本台帳事務における支援措置】
ＤＶ、ストーカー行為等の被害者の保護のため、支援
措置申出により、被害者（申出者及び併せて支援を求
める者）に係る住民基本台帳の閲覧、住民票の写し等
の交付、戸籍の附票の写し等の交付制限を行う。

令和６年３月末現在　支援措置実施件数８５件（内　当市受付３８
件、他市から依頼４７件）（令和４年度：８０件　うち　当市受付３
３件、他市から依頼４７件）
申出者及び併せて支援を求める者　合計１７５名（内　当市受付７７
名、他市から依頼９８名）（令和４年度：１４０名　内　当市受付６
６名、他市から依頼７４名）

・当市受付３８件中：男性申出者１０件
・他市から依頼４７件中：男性申出者１１件
・ＤＶ、ストーカー行為、児童虐待の他に家庭内不和な
どの理由による申出件数も多い

【道徳教育を中心とした男女平等教育の実施】
道徳の時間を通して、特に学習指導要領（道徳）内容
項目２「主として他人とのかかわりに関すること」に
おける道徳的価値を深めていく。また、学校の教育活
動全般を通して望ましい人間関係づくりや、男女相互
理解を推進していく。

・各学校において年間指導計画に基づき、道徳の時間を通して道徳的
実践力の育成に努めた。
・様々な学校行事を通して、男女が互いに尊重し、協力していく態度
の育成に努めた。
・保幼小中高一貫教育の取組の一環として、中学校区ごとに道徳教育
計画を策定した。

・どの学校においても男女が協力して活動する場面が多
く見られた。異性を尊重し、互いに協力して助け合おう
とする態度が養われている。
・男女共同参画推進に関する絵てがみコンクールに挑戦
する児童が多く見られた。テーマに対する理解について
は個人差が見られるものの、児童の意識づくりのきっか
けとなっている。

【市営住宅配偶者被害者優先入居】
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法
律に該当する者を優先入居させる。

令和５年度は市営住宅の新規募集がなかったため、該当なし。
（令和４年度：０件）

当市の市営住宅は６６戸であり、被害者の優先入居は、
空き状況により左右される。

【ＤＶ被害者に対する支援措置】
ＤＶ被害者の相談業務を随時行う。必要に応じて各課
との連絡調整、緊急避難の支援等を行う。

新規相談として年間１５件を受理し、他市町村との連絡調整、関係課
との連携等を図り、被害者及びその子どもたちの安全確保と支援を
行った。
（令和４年度：２０件）

ＤＶ被害者に対する支援は緊急避難のみならず、避難後
の生活のために子どもの福祉の確保や生活保護など福祉
面での支援が必要になる。そのため、相談にあたる職員
の専門性の確保が課題であり、現場での実践や研修への
参加を通じ職員のスキルアップに努めている。
令和５年度は市民協働推進課にて担当したが、令和６年
度以降は、人権推進室への業務移管を進めていくことが
課題である。

【学校行事における男女平等教育の実施】
文化祭や運動会（体育祭）において、男女混合グルー
プによる発表や男女混合の種目等を実施する。また、
校外学習や社会科見学では、男女混合でグループを構
成し、協力して見学や体験を行う。

各校で各種学校行事、教育活動を通して、男女混合のグループによる
体験活動等を実施した。

各種学校行事を通して、協調性や自己有用感などが養わ
れている。

ウ

【市主催の会議における保育ルーム設置】
市主催の事業で市長が必要と認めた場合は保育ルーム
を設置する。

「ペアレント・トレーニング講演会」ほか各種事業において保育ルー
ムを設置した。
２２件　５９名（対象乳児数及び保育サポーター数）
（令和４年度：２４件　６１名）

令和５年度に生じた疑問を踏まえ、当業務を管轄するべ
き課について、子育て支援の主管であるのびのび子育て
課と検討・調整を行った結果、令和６年度以降は人権推
進課ではなくのびのび子育て課が管轄することになっ
た。

エ

【審議会等委員への女性の参画促進】
第三次守谷市男女共同参画推進計画において、令和９
年度までに、審議会等における女性委員の割合の目標
値を４０．０％としています。また、「各種審議会委
員等の選考に関する運用基準」を設け、女性委員の登
用を推進しています。

【審議会等委員への女性の登用状況】
（令和５年度末現在）
・委員総数：６１４名（令和４年度：６１４名）
・女性委員数：２１６名（３５．２％）
　（令和４年度：２１６名（３５．２））

【課題】
学識経験者等で継続が必要な委員が多いことから、女性
登用が困難な委員会がある。
【対策】
改選時や公募委員決定時に女性委員の登用を広く周知す
る。誰もが参加しやすいよう、リモートによる審議会参
加を可能にするため、例規整備を検討する。
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(1) (2) 【事　業　名】 (3) (4) (5) (6) (7)

事業の内容

健やかな成長を支え
る教育環境の整備

土塔中央保育
所

北園保育所

教育指導課

子どもの権利が尊重
される環境づくり

教育指導課

教育指導課

教育指導課

いじめや不登校等に
関する取組

のびのび子育
て課

教育指導課

教育指導課

施策の方向 事業実施状況（令和５年度） 課題、対策及び効果
(１)を今後実施する予
定がある場合の事業名

とその内容
質疑内容 回答内容

ア

【中高生保育体験及び子育てボランティアの受け入
れ】
中学生の保育体験や職場体験、夏休み期間中の保育ボ
ランティア等を積極的に受け入れ、乳幼児とのふれあ
いの機会を通して、将来の職業に保育士を選んでもら
うことや新しい家庭を持ち、命を育んでいくことの大
切さを啓発する。

主に市内中高生等を対象として保育体験や職場体験及び子育てボラン
ティアの受け入れを行う。(専門学校、短大、大学等の学生も含む）
内容：乳幼児の子どもたちと一緒に遊んだり基本的な生活習慣の介助
を実施した。
※土塔中央保育所での受け入れ人数
学生ボランティア７名、職場体験２校　各４名ずつ、合計１５名
（令和４年度：学生ボランティア１名）

公立保育所において中学生の保育体験や職場体験及び子
育てボランティアを受け入れることにより、学生等が乳
幼児と触れ合う機会を提供、、保育の楽しさや子育ての
大切さを体験させることができた。また、学生が将来の
職業として興味や関心を持ってもらえるよう工夫した。
今後も乳幼児と触れ合う機会を提供することで、より多
くの方に子育て支援の機会を提供していく。

子どもの人権

【各種体験活動の実施】
児童生徒が主体となって参加できる各種体験活動を通
して、心豊かな児童生徒を育てる。

・み＝身支度、そ＝掃除、あ＝あいさつ、じ＝時間を守る、からなる
「あじみそ運動」「あじみ運動」を中心に基本的な生活習慣や責任感
等の育成を図った。
・各校において「いじめをなくそう仲良し週間」を通して、児童生徒
が主体的に思いやりや誰もが尊重される学校や地域社会をつくってい
こうとする意識を高めた。

児童生徒主体の委員会活動や係活動を通して、思いやり
の心や協調性、責任感等が養われている。

主に市内中高生等を対象として保育体験や職場体験及び子育てボラン
ティアの受け入れを行う。(専門学校、短大、大学等の学生も含む）
内容：乳幼児の子どもたちと一緒に遊んだり、基本的な生活習慣の介
助をしたり、保育体験をする。
※北園保育所での受け入れ人数

学生ボランティア　５名、職場体験２校　各校４名ずつ、合計１３名
（令和４年度：学生ボランティア０名、職場体験０名）

公立保育所において中学生の保育体験や職場体験及び子
育てボランティアを受け入れることにより、学生等が乳
幼児と触れ合う機会を提供し、保育の楽しさや子育ての
大切さを体験させることができた。また、学生が将来の
職業として興味や関心を持ってもらえるよう工夫した。
今後も乳幼児と触れ合う機会を提供することで、より多
くの方に子育て支援の機会を提供していく。

【人権教育を推進するための教育計画作成・研修の実
施】
人権教育の全体計画、推進計画、年間指導計画の見直
しと計画的・継続的な研修を行っていく。

・各校、人権教育計画に沿って、教職員が人権感覚を高め１人１人を
大切にした学級経営を充実させている。また、法律の理解、言語環境
の研修等を実施している。
・人権教育指導資料「みんなえがお」掲載の『人権感覚チェックリス
ト』を活用して、教職員の人権感覚の向上に努めた。

・人権教育における各計画の見直しは適切に行われてい
る。
・今後も引き続き、県教委作成の啓発映画「ホーム」の
視聴を通して、人権感覚を高めるようにしていきたい。

イ

【人権を意識した校内環境づくりの充実】
校内掲示物や教室環境、言語環境等における、人権に
配慮した環境づくり及び点検を行っていく。

計画訪問（各校１回）の全体会において、校内掲示物や言語環境に対
しての指導・助言を行った。

・教室内の掲示物は、個人作品を掲示せず、データとし
て閲覧できるようにする。
・言語環境においては、教職員が更に意識して取り組ん
でいく必要がある。

【情報発信と保護者・地域社会との連携】
学校・家庭・地域社会と連携を図り、人権課題の正し
い理解と啓発活動を推進するために、積極的に情報公
開を行い、信頼される学校づくりを進めていく。

・ホームページや各種便りでの情報公開、発信については、各学校と
も積極的に行っている。
・学校公開日や授業参観日を各学校定期的に実施し、地域に開かれた
教育を実践している。
・各学校ともホームページに、「いじめ防止基本方針」を掲載してい
る。

情報公開、発信を通して「開かれた学校づくり」に努
め、誰もが尊重される学校づくりを継続していく。

【いじめ実態調査】
毎月各小中学校で調査を行う。いじめの認知件数、解
消件数、継続支援件数、及び内容や援助指導の状況等
を把握し、いじめの早期発見、早期対応に努めてい
く。

・各校及び教育委員会にいじめ対策本部を設置し、いじめの早期発
見、対策、解消に向けて組織で対応するために、毎月校内いじめ対策
会議を行っている。
・総合教育支援センターに配置となったいじめ対策指導員が毎月１
回、各校の校内いじめ対策委員会に参加し、いじめの未然防止、早期
対応において的確なアドバイスを行い、支援体制の更なる充実を図っ
ている。
・毎月各小中学校からいじめ認知調査ついての報告を受け、学校・教
育委員会、いじめ対策指導員及び関係機関が連携をし、いじめの早期
対応に努めている。

・毎月、校内いじめ認知報告とともに議事録を作成し、
組織で事案の検討、対応が図られるようになった。
・いじめ認知件数が増加している。各校、早期発見・対
応に尽力している成果が見られる。
・児童生徒の中に、「いじめを許さない」という意識が
高まってきている。
・今後も継続支援が必要である。

【各中学校区生徒指導部会の開催】
いじめや不登校に関する情報交換や校区内での共通支
援に向け、定期的に部会や研修を行う。

・必要に応じて、各中学校区３～４回の生徒指導部会を行い、いじめ
や不登校の未然防止や解消に向け情報交換等を実施している。
・各校のケース会議等に総合教育支援センター相談員、教育委員会が
参加し、支援内容について共有を図っている。

・教職員の不登校に対する早期発見、早期対応の意識が
高くなったが、学校の支援やサポートだけでは対応でき
ない状況も見られる。
・令和６年度から始まる「いじめ防止プログラム」にお
いて、いじめに関する（早期発見、重大事態のフロー
チャート等）研修を掲載した。各校において活用を図っ
ていく。

ウ

【家庭児童相談事業】
家庭や学校の問題、育児の問題など、適正な児童育
成、家庭福祉の向上を図るための相談を行う。

児童相談（令和６年３月３１日現在）
相談件数１６５件（令和４年度：１３４件）
※出張相談
　南守谷児童センター（毎週金曜日）
　守谷駅前親子ふれあいルーム（毎月第２水曜日）
　その他、要望により随時対応

子どもの問題や育児の問題など様々な相談に対応するこ
とで、不安の解消につなげることができた。
不登校の相談については、登校や相談室に来所すること
が難しい児童に対してオンライン相談を実施し、児童の
状況に応じた形態での相談対応をすることができた。
また、出張相談を実施することにより、児童、保護者の
双方と身近な場所での相談を実施することができた。
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(1) (2) 【事　業　名】 (3) (4) (5) (6) (7)

事業の内容

児童虐待の防止

総合窓口課

のびのび子育
て課

のびのび子育
て課

のびのび子育
て課

虐待の早期発見・対
応

健幸長寿課

健幸長寿課

権利擁護事業の推進

健幸長寿課

健幸長寿課

地域での相談・支援
体制の推進

健幸長寿課

健幸長寿課

健幸長寿課

【虐待の早期発見と予防の啓発】
守谷市子ども家庭支援ネットワーク協議会を通して、
虐待を受けている児童や養育支援を必要とする家庭を
早期に発見して適切な支援を行う。

令和２年度より設置した子ども家庭支援拠点の事務局を中心に、守谷
市子ども家庭支援ネットワーク協議会会議、ファミリーサポートセン
ターのサポーター研修、広報等で虐待の早期発見と予防の啓発をし
た。 虐待の窓口を「保護者を守る相談窓口」と名称を改変してホー
ムページで周知し、市民がより相談しやすい環境になるよう務めた。

特に要支援児童の相談が増加し、支援が必要な子どもや
家庭に対して、保健センターや学校等の関係機関などと
連携を取りながら支援を実施することができた。
また、支援におけるオンライン相談の活用によって、時
間的・物理的な制約などで来所することが難しい相談者
への対応が可能になった。
今後も虐待の未然防止、育児不安の解消を第一に考え、
これらの家庭を支援する体制を堅持していく。

エ

【住民基本台帳事務における支援措置】
児童虐待の被害者保護のため、支援措置申出により、
被害者に係る住民基本台帳の閲覧、住民票の写し等の
交付、戸籍の附票の写し等の交付制限を行う。

令和６年３月末現在　支援措置実施件数　２件（令和４年度：１件）
※女性の人権　イ　女性に対する暴力の防止　支援措置実施件数と重
複

【虐待等に関する相談】
家庭相談員や虐待相談窓口の職員による相談・支援を
行う。

虐待等に関する相談 （令和６年３月３１日現在）
要保護相談（虐待）３２件　要支援相談（養護）９６件
（令和４年度：要保護相談（虐待）３０件　要支援相談（養護）６９
件）

通報を受け、児童の安全確認を迅速に実施した。必要に
応じ児童相談所での一時保護措置や守谷市子ども家庭支
援ネットワーク協議会を通じて見守りをすることができ
た。

【守谷市子ども家庭支援ネットワーク協議会会議の開
催】
代表者会議・実務者会議・個別ケース検討会議・進行
管理会議を開催し、ネットワークの強化、虐待事例の
情報共有、虐待対応技術の向上を図る。

会議実施状況（令和６年３月３１日現在）
令和５年６月　９日（金）　第１回実務者会議（学齢児関連機関）
令和５年６月１６日（金）　第１回実務者会議（未就学児関連機関）
令和５年６月２０日（火）　代表者会議
令和６年１月１６日（火）　第２回実務者会議（講演会）

ア

【地域包括ケアシステムの構築】
地域で高齢者が安全で安心に生活できるよう、地域で
互いに支えあう豊かな街づくりを行う。

・「見守り活動等に関する協定」を６０事業所と結び、拠点を整備し
ている。
・見守り活動等協力事業所情報交換会の開催
　１１月２１日（火）　２０事業所が参加

協定を結んだ事業所により、安否確認や見守りが必要な
高齢者等の発見などにつながっている。さらに協力事業
所を拡大することで見守り体制を強化していく。

高齢者の人権

【高齢者権利擁護事業】
高齢者虐待防止に関する啓発を進めるとともに、虐待
への対応や防止、養護者への支援を行う。

・事業所の介護支援専門員、民生委員、家族、本人等からの高齢者虐
待に関する相談を受け、対応した。
・令和５年度：通報件数１０件、認定件数３件
     （令和４年度：通報件数２１件、認定件数１１件）

虐待について、介護保険事業所が共通認識を持てるよ
う、包括支援センターと協働し研修会等開催し、虐待防
止の啓発を継続する必要がある。

【成年後見利用支援事業】
成年後見制度の利用が必要だが、家庭裁判所の申し立
て手続きができない高齢者を対象に、市長が申立人に
なることや低所得者には費用の助成を行う。
市民に対する成年後見制度の普及啓発を行う。

・守谷市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定に基づき、要支援
者に対する支援を行った。
令和５年度実績
市長申立て　　：１件（令和４年度：１件）
親族申立て支援：６件（令和４年度：８件）
費用助成　　　：１件（令和４年度：０件）

・市民向け講演会の開催　1回　参加　３９名
 （令和４年度：１回開催。５０名）

市民、関係機関へ成年後見制度の普及啓発および、申立
て支援、費用助成等、制度利用に関する支援を実施す
る。

イ

【高齢者権利擁護事業】
高齢者の成年後見制度などの権利擁護に関する相談対
応を行う。

・高齢者の成年後見制度利用に関する相談を受け対応した。
令和５年度相談実績
健幸長寿課：４２件 （令和４年度：４２件）
守谷市北部地域包括支援センター：１３件
守谷市南部地域包括支援センター：  ５件
（令和４年度：北部南部あわせて３３件）

・地域包括支援センター・社会福祉協議会の職員を対象とした権利擁
護機関連絡会を実施した。
回数：６月・９月・１２月・３月の計４回
参加人数：延べ３４名 （令和４年度：延べ２０名）
内容：守谷市成年後見制度利用促進基本計画について、制度の利用事
例等

成年後見制度を知らず、相談に結びつかないケースもあ
るため、市民や関係機関等への研修を実施し制度の周知
を行い、市民が自立し安心した生活を営むための支援に
つなげる。

ウ

【地域包括ケアシステムの構築】〔再掲〕
高齢者が安全で安心に生活できるよう、地域で互いに
支えあう豊かなまちづくりを行う。

・「見守り活動等に関する協定」を６０事業所と結び、拠点を整備し
ている。
・見守り活動等協力事業所情報交換会の開催
　１１月２１日（火）　２０事業所が参加

協定を結んだ事業所により、安否確認や見守りが必要な
高齢者等の発見などにつながっている。さらに協力事業
所を拡大することで見守り体制を強化していく。

【認知症サポーター等養成事業】
認知症についての理解を深めてもらい、できる範囲で
の支援を行う認知症サポーターを養成する講座を開催
する。

まちづくり協議会や一般公募等で実施
令和５年度認知症サポーター養成講座実績　１４回　延べ２１６人
 （令和４年度：１０回延べ１８１名）

認知症を正しく理解した「認知症サポーター」を養成す
ることで、認知症の人やその家族を温かく見守り、支援
する応援者による支援を広げることができる。

【総合相談事業】
地域包括支援センターが、地域の相談窓口として高齢
者のあらゆる相談を受ける。

委託の地域包括支援センターを２か所に設置し、高齢者の総合相談に
対応し支援を実施した。
令和５年度総合相談実績　延べ４，７０９件（実１，０６７件）
 （令和４年度：延べ３,３０７件、実１,０６７件）

地域包括支援センターの職員が、市や関係機関、民生委
員などとの連携を通じ、高齢者とその家族の支援に対応
できる体制を整備する。また、地域に出向くことで相談
しやすい環境を作る事ができる。

施策の方向 事業実施状況（令和５年度） 課題、対策及び効果
(１)を今後実施する予
定がある場合の事業名

とその内容
質疑内容 回答内容
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(1) (2) 【事　業　名】 (3) (4) (5) (6) (7)

事業の内容

障がいのある人への
理解促進と社会参加
への支援

総務課

保健予防課

建設課

健幸長寿課

健幸長寿課

障がいのある方の権
利擁護と自己決定の
尊重

保健予防課

健幸長寿課

健幸長寿課

生活環境ネットワー
クの形成

健幸長寿課

ア

【市職員への採用】
障がい者の自立と社会参加の促進を目指して、計画的
な職員採用を行っている。

【常時勤務の障がいのある市職員数】
（令和５年度末現在）
・重度身体障がい者：４名（令和４年度：４名）
・重度身体障がい者以外：６名（令和４年度：６名）
・精神障がい者：２名（うち会計年度任用職員１名）
　（令和４年度：２名（うち会計年度任用職員１名））

【課題】
障がいのある市職員が働きやすい職場環境の整備（ユニ
バーサルデザインなど）。障がいの特性を生かした職域
開発。
【対策】
・守谷市公共施設等総合計画において、施設改修時等に
提案・検討していく。
・障害者活躍推進計画に則り、障害者の職場環境の向上
に努め、計画的な職員採用を行う。

厚生労働省が定めている基
準と市の達成割合はどう
なっているか。達成してな
ければ、達成する対策はあ
るか。

障がい者の人権

厚生労働省基準には達しているが、今
後、厚生労働省基準値の増加等も予想さ
れるため、引き続き計画的な採用等に努
めていきたい。

【精神保健事業】
こころの病に対してテーマを決めて正しい知識の啓発
を実施している。

自殺対策の一環としてひきこもり取組みを行った。市民を対象にゲー
トキーパー研修を実施。９名が受講した。（令和４年度：２９名）

受講者がひきこもり、自殺に関する基礎知識を学び、
ゲートキーパーの養成を行うとともに、ゲートキーパー
自身の負担軽減、セルフケア知識・技術の向上が期待で
きる。

事業所は対象者に体力づくり・生活リズ
ムの構築・パソコンの基本的な操作等の
基礎的な訓練を行った上で、各種資格の
取得・パソコンの応用等の実践訓練を行
う。就職活動では応募書類の作成支援・
職場見学・ハローワークへの同行支援を
行う。市は関係機関との調整を行う。

【障がい者週間の周知】
障害者基本法により、毎年１２月３日から１２月９日
まで「障がい者週間」が規定されているが、この期間
中、庁舎正面に懸垂幕の掲出をし、広報に関係記事を
掲載するとともに、障がいに対する勉強会や講演会を
開催し、障がい者への理解促進を図る。

・市広報紙に関連記事を掲載。
・市役所正面玄関に懸垂幕を掲出。
・市役所内で事業所紹介コーナーを設置。
・市役所庁舎内モニターにて、障がい者週間のPRを実施。
・守谷中央図書館にて、障がい者団体の活動状況や作品を展示。
・イオンタウン守谷1階スポーツデポ前にて、守谷市障がい福祉サー
ビス事業所連絡協議会をはじめ、関係団体のパネルを展示。

障がい者への理解促進を図る周知活動の実施。

【守谷駅自由通路及びペデストリアンデッキの清掃】
障がい者の自立及び社会参加を支援するとともに、障
がい者の福祉の増進に寄与する。

守谷駅自由通路の清掃業務を市内２団体と委託契約をした。
特定非営利活動法人　なごみ　：　１５２回　２５８名
　　　　　　　　　（令和４年度：１４１回　２７３名）
守谷市障がい児父母の会　　　：　１５５回　４００名
　　　　　　　　　（令和４年度：１５７回　５０１名）

ペデストリアンデッキの清掃業務を市内１団体と委託契約をした。
特定非営利活動法人　なごみ　：　　８９回　１７３名
　　　　　　　　　（令和４年度：　９２回　１５９名）

ＴＸ開業時より実施している。今後も継続することで、
障がい者の福祉の増進に寄与する。

こころの健康相談を実施
・定例相談日は月１回、その他随時相談を受け付けている。
・対象者は１０代～８０代と幅広く、相談内容は精神疾患に関するこ
とや、生活上の不安、家族内の対応等、多岐に渡る。
【実績】
電話３２７件、面接９１件、訪問２０件　他機関との連携支援２４件
（令和４年度：電話相談３９３件、面接９５件、訪問２０件、他機関
との連携支援０件）

　受診援助や不安への寄り添い等、相談によってその人
らしい生活を保てるように支援している。
　家族関係も複雑になっており、関係機関と連携し、家
庭全体を支える必要があるため担当課との連携強化を
図っている。

【就労移行支援事業の利用促進】
市内の事業所にて就労移行支援事業を実施しており、
ハローワークと連携し、就労に結び付けられるよう支
援を行っていく。

市内の５事業所（ゼロポイント、ワークショップリベルテ、iforward
もりや、ぽんてヴィータ、アドバンス）において、就労移行支援事業
を実施しており、就労に結び付けられるよう支援を行っている。

必要に応じ、事業所や相談員と連携し支援を行ってい
く。

就労に結び付けれられるよ
う支援を行っているとある
が、具体的にどのようなこ
とをやっているか。

ウ

【守谷市地域自立支援協議会の活用】
平成２４年２月に守谷市地域自立支援協議会を設置
し、数ヶ月に１回の頻度で障がい者支援や福祉サービ
スの利用について協議を行っている。また、住み慣れ
た地域で在宅の寝たきり・認知症老人、重度障がいの
ある要援護者が在宅サービスを利用できるように、福
祉・保健・医療の各サービス機関が連携する在宅支援
システムの構築を図っていく。

令和５年度は、協議会を６回（５・７・９・１１・１・３月）開催し
た。
障がい者が住み慣れた地域で必要な支援を受けながら生活していくこ
とができるように、保健・福祉・医療の各サービス機関が連携する在
宅支援システムの構築を図るよう協議を行った。

地域自立支援協議会の運営に関し、より積極的・専門的
な支援について協議できるよう、分野別部会の設置を検
討する必要がある。

【障がい福祉サービス利用の支援】
障がい者が必要とする障がい福祉サービスの利用を支
援するために、「障がい者福祉のしおり」において事
業所の一覧を掲載し、利用できる福祉サービスの周知
を図っていく。

・「障がい者福祉のしおり」「守谷市障がい福祉事業所ガイドブッ
ク」において事業所の一覧を掲載
・市役所窓口で各事業所のパンフレットを配布し事業所の周知を行っ
ている
・守谷市障がい福祉サービス事業所連絡協議会の展示コーナーを庁舎
に設けるほか、同会が作成したマップ（市が補助金を交付）やパンフ
レットを配布している。

しおりやガイドブックを配布することで、初めて手帳を
取得またはサービスを利用する人への理解を促進するこ
とができる。
サービスの内容や事業所等に変更がある場合は、その都
度更新する必要がある。

【成年後見制度利用支援事業の実施】
障がい者の権利を擁護するため、守谷市成年後見制度
利用支援事業実施要綱に基づき支援事業を行ってい
く。

令和５年度実績
費用助成　：１件（令和４年度：０件）
後見人支援：２件（令和４年度：１件）

引き続き、制度の周知を図っていく。

イ

【精神保健事業】
当事者、家族からの相談を実施している。相談者が自
分の生活について自己決定ができるようにする。

施策の方向 事業実施状況（令和５年度） 課題、対策及び効果
(１)を今後実施する予
定がある場合の事業名

とその内容
質疑内容 回答内容
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(1) (2) 【事　業　名】 (3) (4) (5) (6) (7)

事業の内容

特別支援教育の充実

学校教育課

教育指導課

教育指導課

教育指導課

おやこ保健課

虐待の早期発見・対
応

健幸長寿課

健幸長寿課

エ

【特別支援教育就学奨励費】
就学のため必要な経費について、その費用の一部を補
助する。特別支援学級在籍者が対象で、所得の審査を
行っている。

令和５年度で、小学生９３名中学生２１名が認定を受けている。主な
費目は、学用品通学用品購入費、新入学児童生徒学用品費、学校給食
費を支給している。（令和４年度：小学生７７名　中学生１９名）

保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励
を図ることができる。

【守谷市総合教育支援センターの活用】
・教育全般や子育てに関するさまざまな問題、また小
学校入学前のお子さんの心身の発達や就学に関わる相
談を受け付け、支援を行う。
・相談の対象を小学生から一般の方々まで広げ、幅広
く相談に対応していく。

・教育相談や電話相談、各学校からの発達検査依頼に応じて、支援活
動を行った。
　発達検査実施件数： 未就学児童　７件（令和４年度：　１件）
　　　　　　　　　　 小学生　  ６２件（令和４年度：５５件）
　　　　　　　　　　 中学生　　  ７件（令和４年度：１１件）
・教育相談から、適切な教育支援につながるよう、関係諸機関との連
携を図った。

・発達障害に対する保護者の理解が進み、検査を希望す
る件数が増えつつある。それに伴い、検査を行うことが
できる人員をさらに増やしていく必要がある。
・令和６年度より、未就学児に関する教育相談に対応す
る相談員を増員することができた。保護者に寄り添った
対応を充実していきたい。

【インクルーシブ教育の実施】
・インクルーシブ教育の理解促進と充実を図る。域内
の教育資源を組み合わせて共有し、障がいの有無に関
わらず、誰もが平等に教育を受けるシステムであり、
１人１人の児童生徒に細やかな支援を行う。

・各校、年４回の守谷市教育支援委員会に向け、校内教育支援委員会
を開催している。
・各校で個別に支援が必要な児童生徒への合理的配慮の検討を行って
いる。また、実践や課題について共有化を図るとともに、各校の実態
に応じた取組を推進している。

・特別支援学級、通常学級にかかわらず、支援が必要な
児童生徒が等しく教育を受ける権利を保障していく意識
が高まっている。
・個別の支援が必要な児童生徒への指導・支援の充実を
図るために、教職員の専門性の向上が課題である。

【児童発達支援】
発達に心配のある就学前の児童及び保護者に対して、
療育指導（個別指導・集団指導）を実施する。

令和５年度実績
利用契約者数　 １６０名 （令和４年度：　 １４６名）
延べ利用人数２,２３２名 （令和４年度：２,０９１名）
集団指導については、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から
実施しなかった。

児童が日常生活における基本的な動作、知識技能を身に
つけることや、保護者が児童への接し方を学ぶことでき
るよう支援を行っている。

【市教育支援委員会による調査、審議】
支援が必要な児童生徒の適正な就学指導及びこれに関
わる必要な事項について調査、審議し教育支援体制を
整える。

・年４回（９月、１０月、１１月、１月）守谷市教育支援委員会（委
員１５名、専門委員１３名）を開催した。
　審議件数：　未就学児童　   ３１名（令和４年度：３１名）
　　　　　　　就学児童生徒　 ９９名（令和４年度：９９名）
・保育所（園）、幼稚園、療育教室、守谷市総合教育支援センター等
と連携し、未就学児の見取りを行った。

・通級指導教室が２校（守谷小・郷州小）に開設されて
いる。今後も充実した支援ができるよう研修を重ねてい
きたい。
・県教委より「適切な学びの場ガイドライン」が出さ
れ、今後、ますます「通級による指導」の場の充実、通
常学級における支援が必要な児童生徒への対応が必要に
なってくる。今年度よりLITALICO教育ソフトが導入され
たことで、特別支援教育に関する教職員の力量向上が期
待される。

【障がい者虐待防止への周知】
市において障がい者虐待防止に関するパンフレットを
用意し、市内障がい福祉事業所、民生委員児童委員、
地域自立支援協議会委員等に配布し周知を図る。

相談支援事業所連絡会において、障がい者虐待の防止について周知を
行うと共に、障がい者虐待の防止、早期発見・通報について周知及び
依頼を行った。

引き続き、関係機関等へ啓発および周知を行う。

オ

【障がい者虐待防止センターの設置】
平成２４年１０月に施行された「障害者虐待の防止、
障害者の養護者に対する支援等に関する法律」によ
り、障がい者虐待防止センターを市に設置している。
また、虐待を受けた障がい者の一時的な保護施設を市
外施設に２箇所確保し、緊急的な措置に備えている。
障がい者虐待への対応については、国で作成したマ
ニュアルに基づき、県・警察と連携を図り、虐待の未
然防止や虐待発生時の迅速な対応を図るよう体制を整
備する。

令和５年度：通報件数１件（令和４年度：８件）
養護者との面談、指導を実施した。障がい福祉サービス事業所、訪問
看護等と連携し支援を実施した。

虐待の認定について適切に対処し、虐待を受けた障がい
者及び虐待を行った養護者への支援方法等について、具
体的な処遇を県や関係団体と連携し対応する。虐待対応
研修等を受講し、職員のスキルアップを図る必要があ
る。

施策の方向 事業実施状況（令和５年度） 課題、対策及び効果
(１)を今後実施する予
定がある場合の事業名

とその内容
質疑内容 回答内容
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(1) (2) 【事　業　名】 (3) (4) (5) (6) (7)

事業の内容

差別意識の解消に向
けた教育･啓発の取
組

人権推進課

就労、産業を支援す
るための取組

人権推進課

地域交流を促進する
ための取組

生涯学習課

共生意識、異文化理
解の促進

市民協働推進
課

市民協働推進
課

同和問題

施策の方向 事業実施状況（令和５年度） 課題、対策及び効果
(１)を今後実施する予
定がある場合の事業名

とその内容

事業実施状況に書かれている研修会は同
和問題に特化したものになる。職員向け
の研修会はダイバーシティ研修会等、人
権に関する研修会は行っているが、基本
計画を見直しする際は、人権教育につい
ても検討していきたいと思う。

イ

【職業相談事業】〔再掲〕
ハローワーク常総との連携により、地域住民の雇用促
進と職業の安定を目的として職業相談会を開催。

偶数月の第３水曜日の全６回、相談日を設け、常総公共職業安定所の
職業指導官による出張相談会を開催した。地域住民の雇用促進と職業
の安定を目的として職業相談会を開催した。広報、ポスター、ホーム
ページでの周知のほか、生活相談員を通じてポスター・チラシなどの
案内を地域住民に配布している。
相談件数：１５件
（令和４年度：０件）

令和５年度はホームページに開催記事を掲載するだけで
はなく、Morinfoで新着情報を載せるようにしたこと
で、相談件数が大幅に増えた。令和６年度も同様に周知
していく。

ア

【同和対策啓発事業】
同和問題は、基本的人権にかかわる重要な問題であ
り、問題解決のためには、市民１人１人が、人権や差
別について深く学び、正しく理解する必要がある。市
民の正しい理解と認識を促進する手段として、啓発活
動及び研修会等を実施する。また、同和関係運動団体
が主催する研修会への参加を通して同和問題の早期解
決に向けた取組を推進する。

・茨城県が対応している同和関係運動４団体が主催する研修会へ参加
した。
令和５年度は１４回の開催があり、１１６名が参加した。宿泊の研修
も例年通りの６回開催され参加した。（令和４年度：１０５名）
・茨城県と茨城県教育委員会が作成した人権問題啓発映画「ホーム」
の上映会を会計年度任用職員と新規採用職員（参加人数：４４名）を
対象に行った。（令和４年度：８１名）
・市職員向けに人権（同和）問題に関する研修会を行った。
　（参加人数：係長級以下職員５２名）（令和４年度：開催なし）

人権が尊重された社会の確立に向けて、市の職員や教職
員が人権問題を課題として捉え、豊かな人権教育を育む
ために、積極的に人権啓発や研修会に参加していく必要
がある。

令和５年度における事業実
績として、市職員向けに人
権（同和）問題に関する研
修会を行ったとあるが、同
研修会は同和問題に特化し
たものか。それとも、人権
教育の中に同和問題につい
てもお話があったという理
解でよいか。質問の趣旨と
しては、職員の方々への人
権教育は重要であると考え
ており、現行の基本計画に
おいては、地方公共団体の
政府職員に対する人権教育
が明示的には柱として立っ
ていないようである。現行
の基本計画に対する直接の
質問でないかもしれません
が、今後の基本計画の見直
しに当たり、職員に対する
人権教育についても盛り込
むことを検討することは可
能か。

外国人の人権

ウ

【東板戸井集会所施設維持管理事業】　〔再掲〕
生涯学習の場として、市民に活動場所を提供すること
により、市民相互の交流を図る。

生涯学習の場として、市民に活動場所を提供することにより、市民相
互の交流を図る。
定期使用：手編み、民謡、書道
定期使用以外：出前サロン、子供会、シニアクラブ、自治会等

施設の老朽化により計画的に補修等を行う。大規模改修
が必要になった場合、他の施設との機能統合等を検討す
る必要がある。
補修等による環境整備を行うことにより、安全な活動場
所の提供ができる。

【東板戸井集会所施設維持管
理事業】
生涯学習の場として、市民に
活動場所を提供することによ
り、市民相互の交流を図る。

【国際交流員事業】
国際交流員が企画するイベントや講座、また国際交流
員の派遣事業を通じて異文化理解を図る。

国際交流員のドイツ料理教室や語学講座、イベント等を実施し、市民
が異文化に触れ合う場を提供することができた。
■４～７月（前任者）
・交流会＆ドイツ料理教室（１回、１０名）
・ドイツ語講座初級（９回、２４名）
・オンライン英会話（３回、３１名）
■８～３月（現任者）
・ドイツ語講座初級　水曜コース（１０回、２００名）
・ドイツ語講座初級　木曜コース（１０回、２２０名）
・「ニコラウスの日　お話と工作」（１回、親子２０名）
・「クリスマスクッキー作り教室」（２回、親子等４９名）
・「カーニバルの仮面を作ろう」（１回、子９名）
・「シュールテューテ　親子工作イベント」（１回、親子１３名）
・ドイツのゲーム大会（２回、１０名）
・イースター工作（１回、子１９名）
■令和４年度実績
・ドイツ料理教室（１２回、１５０名）
・スペイン料理教室（２回、２１名）
・ドイツ語講座初級（２７回、２２６名）
・ドイツ語講座初級ステップアップ（１１回、１５１名）
・ドイツ語講座中級（９回、３２名）
・ドイツ語読解講座中上級（８回、４１名）
・ドイツ語講座初心者（９回、４５名）
・ドイツ語体験講座（１回、３名）
・親子工作（２回、１６名）
・オンライン英会話（１５回、１０６名）
・夏のゲーム会（１回、８名）
・お話会（１回、１０名）
・学校訪問（２回、１２７名）

前任の国際交流員の素晴らしい取組を踏襲しつつ、８月
に着任した新たな国際交流員も、新たな取組にチャレン
ジし、ドイツ文化を伝える工作教室などを実施した。多
世代が参加できる行事を集合形式で実施することによ
り、ドイツをより身近に感じられ、実体験の伴う異文化
理解の促進に寄与することができた。

ア

【国際交流推進事業】
青少年海外派遣、姉妹都市交流を行い、国際交流の推
進を図る。

・青少年海外派遣事業として、中高生１０名、市民１名、職員１名を
マインブルク市に派遣し、交流を行った。
・マインブルク市の訪問団１３名が１０月３０日～１１月５日に来市
し、ホームステイや中学校訪問を行い、守谷市民延べ１２０人超との
交流の機会を創出した。
（令和４年度：国際姉妹都市であるマインブルク市とカード・動画の
交換交流を実施）

継続的な姉妹都市交流を行うことで、国際交流に興味を
持つ市民が増え、新規のホームステイ受入希望家庭の増
加につながった。また、今年度新たな取組として、新し
い守谷市給食センターにおいて見学会や昼食会を実施
し、日本の食育文化への理解を促進した。

質疑内容 回答内容
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(1) (2) 【事　業　名】 (3) (4) (5) (6) (7)

事業の内容

共生意識、異文化理
解の促進

教育指導課

暮らしやすい環境の
充実

市民協働推進
課

正しい知識の普及・
啓発と理解の促進

教育指導課

保健所等関係機関と
の連携

保健予防課

偏見や差別の意識を
解消するための啓発

社会福祉課

被害者支援に関する
取組

社会福祉課

情報モラルの向上

秘書課

教育指導課

(1) (2) 【事　業　名】 (3) (4) (5) (6) (7)

事業の内容

学校における情報教
育の推進

教育指導課

【外国人に理解しやすい情報提供】
外国人来庁及び電話等による問合せ時に職員、国際交
流員による通訳を行い、利便性を高める。

やさしい日本語を推進するために、若手職員向けに研修を実施した。
また、継続してやさしい日本語による情報発信（市ホームページ等）
を行った。

やさしい日本語を活用することで、英語圏に偏らず、広
く外国人住民に情報提供することができた。
また、市職員の意識改革につなげることができた。

イ

【国際教育の実施】
・小中学校に、１人以上のALT講師（外国語指導助手・
大規模小学校及び中学校には２名）配置による児童生
徒の英語力とグローバル感覚を向上させる。
・小学校１～４年生対象の「ALTとあそぼう・話そう」
を実施し、英語や異文化に対して一層の理解を図る。
・小学校５～６年生及び中学校１年生対象の「イング
リッシュ・キャンプ」を実施し、ALT講師と１日を英語
だけで過ごしながら、英語や異文化に対しての体験的
な理解を深める。

・小学校の全ての外国語活動及び外国語の授業にALT講師が参加し、
英語ネイティブスピーカーとの交流により英語力の向上及びグローバ
ル感覚の向上を図っている。特に中学校では、自分自身の考えや気持
ちを積極的に世界に発信することができる生徒の育成を目指して、自
己表現活動等においてALT講師とかかわりながらグローバルな視点で
のコミュニケーション能力の向上に努めている。
・「ALTと学ぼう」は、４回（６、９、１０、１１月）開催した。多
くの市内小学生が参加し、ALTと一緒に楽しく活動することができ
た。
（令和４年度：４回）
・小学校５・６年生及び中学校１・２年生を対象とした対面による
「もりやイングリッシュ・キャンプ」を１回（１２月）開催し、ALT
と一緒に小中交流も含めたコミュニケーション活動を実施した。（令
和４年度：１回）

本市児童生徒、及び保護者の英語教育に関する興味・関
心は高い。今後も保幼小中高一貫教育の観点から英語教
育を充実させ、グローバル化に対応した人材育成を図っ
ていきたい。

ア

イ

【竜ヶ崎保健所や医療機関との連携】
感染症や難病患者等に対する専門的知識に基づく保健
指導や相談について連携する。

　新型コロナウイルス感染症に対して、国の情報や社会情勢に応じ
て、連携を図った。
　難病患者等に対する専門的知識に基づく保健指導や相談はない。難
病申請に関する市民からの問い合わせは、随時保健所へつなぐ対応。

　今後、相談ケースが生じた場合は、医療機関・保健所
等と連携しながら支援していく。

ア

【健康教育の推進】
保健学習「健やかな成長」「栄養と健康」「運動と健
康」等の単元を中心に、男女の成長の特徴を理解さ
せ、望ましい異性観や正しい性意識の形成を図る。

保健、社会や学級活動の授業を通して、心身の成長、望ましい異性観
などについて学習してきた。

発達段階に応じた保健学習等を通して、望ましい価値観
の育成や、健やかな心身の成長に努めてきた。今後も継
続支援が必要である。

感染症・難病患者等の人権

【社会を明るくする運動の実施】
立ち直ろうと決意した人を社会で受け入れていくこと
や、犯罪や非行をする人を生み出さない家庭や地域づ
くりをするために、「社会を明るくする運動」を通
じ、偏見を解消するための啓発活動を実施する。

取手地区保護司会守谷支部及び守谷市更生保護女性会と連携し、啓発
活動、更生施設への募金活動として、「社会を明るくする運動 愛の
募金 映画会」を７月９日（日）にもりりん中央で実施。約３００名
の来場があり、更生保護啓発動画の上映や当イベントの収益金約１０
万円を更生施設へ寄付をした。また映画会の長年の取組みが評価さ
れ、７月５日（水）に法務省主催のキックオフイベントに全国の取組
み事例として紹介された。
（令和４年度：３０９名）

映画会の実施により「社会を明るくする運動」を周知す
ると共に、市民の意識の向上を図ることができた。
課題は、犯罪が低年齢化していることであり、社会を明
るくする運動の啓発グッズを市内小中学校へ配布すると
共に、保護司会、更生保護女性会と協働して訪問し、啓
発活動を実施する。

刑を終えて出所した人の人権

【犯罪被害者週間の周知】
毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である１２月
１日以前の一週間が「犯罪被害者週間」と定められて
おり、広報やＨＰに関係記事を掲載することにより犯
罪被害者等の置かれた状況等についての理解を深め
る。

・犯罪被害者週間に合わせポスターの掲示及びパンフレットを設置し
ての啓発活動。
・いばらき被害者支援センターのチラシ等を市役所庁舎に設置
・令和５年度からいばらき被害者支援センターに関する募金箱を設置
し、啓発およびセンター運営の補助的活動を行った。

課題として、県公安委員会指定の犯罪被害者等早期援助
団体である(社）いばらき被害者支援センターや被害者
の状況に関して、市民への広報が行き渡っていない状況
がある。対策として、引き続き窓口、庁舎内での周知や
市ホームページを活用した啓発活動を実施する。

犯罪被害者等の人権

その他の人権問題

イ

【メディアリテラシー教育の実施】
・小中学校ともに、特別活動等を利用し、メディアリ
テラシーについて学習する。
・外部講師を招きケータイ・ネット安全利用に関する
講習会を実施する。

・各小中学校で外部講師を招いたケータイ・ネット安全利用に関する
講習会を実施した。また、各担任がネットの安全利用についての授業
を実施した。
・守谷市小中一貫情報教育指導計画を策定し、メディアリテラシーに
ついて発達段階に応じた指導が行われている。

・発達段階に応じた、情報モラルを含む情報活用能力の
育成を市内全小中学校において計画的に行う。
・情報モラルの大切さを認識する一方で、携帯電話、ス
マートフォンを媒介としたトラブルは増加の傾向にあ
る。今後は、小学校の中学年や保護者も含めた啓発活動
が重要である。

施策の方向 事業実施状況（令和５年度） 課題、対策及び効果
(１)を今後実施する予
定がある場合の事業名

とその内容
質疑内容 回答内容

【情報教育推進委員会の実施】
・研修会や公開授業を通して、教職員が情報スキルの
向上を目指す。また、情報モラル教育の必要性につい
て認識し、これらを児童生徒へ還元する。

・年４回情報教育推進委員会を実施し、情報モラルに関する情報交換
を行っている。有効な実践を共有化し、各校での実践を図っている。
・各校でＩＣＴ支援員を活用し、発達段階に合わせてＩＣＴ機器を活
用した授業実践及び情報モラル向上の授業を行っている。（各学校年
２回以上の実施）

・情報モラルの必要性及びＩＣＴ機器の利用及び効果に
ついては、教職員の意識が高まっている。
・守谷市情報能力育成表を基に、市内全小中学校で情報
モラルに関する指導を行う体制を整備する。

ア

【市ホームページにおける人権を尊重した表現の推
進】
高齢者、視覚障がい者、子ども等にも平等に情報閲覧
が可能なよう、アクセシビリティの維持、向上を図
る。

２月に市のホームページをリニューアルし、「音声読み上げ」、「や
さしい日本語変換」、「各公共施設概要へのバリアフリーアイコンの
表示」、「チャットボットの導入」といった機能を実装したことで、
アクセシビリティを向上させた。
また、ホームページのリニューアルに伴い、職員を対象にホームペー
ジ管理システムの研修を行い、ウェブアクセシビリティについて説明
を行った。
実施日

開催日：令和６年１月３０日（火）から令和６年２月１日（木）
受講人数：１７９名（管理者１０名、承認者３１名、作業者１３８
名)

旧サイトから新サイトへの移行を短期間で行う必要があ
り、新サイトについて充分に確認する時間が確保できな
かったことから、ウェブアクセシビリティ上で修繕が必
要な機能やページが残っている。
その対応策として、管理者として継続的な確認・修繕を
行うとともに、職員向けにホームページ管理システムの
研修を定期的に行い、アクセシビリティへの認識の定着
を図る必要がある。

施策の方向 事業実施状況（令和５年度） 課題、対策及び効果
(１)を今後実施する予
定がある場合の事業名

とその内容
質疑内容 回答内容

インターネット等による人権侵害


